
一般廃棄物処理手数料（令和元年１０月１日以降）

区分 排出量 金額

0.1トン未満 1回　620円

0.1トン以上0.2トン未満 1回　830円

0.2トン以上0.3トン未満 1回　1,040円

0.3トン以上0.4トン未満 1回　1,250円

0.4トン以上0.5トン未満 1回　1,460円

0.5トン以上0.6トン未満 1回　1,670円

0.6トン以上0.7トン未満 1回　1,880円

0.7トン以上0.8トン未満 1回　2,090円

0.8トン以上0.9トン未満 1回　2,300円

0.9トン以上1.0トン未満 1回　2,510円

1.0トン以上2.0トン未満 1回　2,720円

2.0トン以上は1トンごとに 1回　2,720円加算

0.1トン未満 1回　1,250円

0.1トン以上0.2トン未満 1回　1,670円

0.2トン以上0.3トン未満 1回　2,090円

0.3トン以上0.4トン未満 1回　2,510円

0.4トン以上0.5トン未満 1回　2,930円

0.5トン以上0.6トン未満 1回　3,350円

0.6トン以上0.7トン未満 1回　3,770円

0.7トン以上0.8トン未満 1回　4,190円

0.8トン以上0.9トン未満 1回　4,610円

0.9トン以上1.0トン未満 1回　5,020円

1.0トン以上2.0トン未満 1回　5,440円

2.0トン以上は1トンごとに 1回　5,440円加算

一般廃棄物運搬手数料（令和元年１０月１日以降）
排出量 金額

特定家庭用機器再商品化法（平
成10年法律第97号）第2条第4項
に規定する特定家庭用機器

対象機器1台につき 2,820円

一
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物

（
 
し
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を
除
く
）

一時的に多量の一般廃棄
物を排出し、その処理を
組合に委託したとき。

事業活動に伴って生じた
一般廃棄物で、その処理
を組合に委託したとき。

区分


